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問題の所在

年 月、経済協力開発機構（ ）で採択された「国際商取引における

外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」（以下、「外国公務員贈賄防止条約」

と記す）は、贈収賄の問題を贈賄側（サプライサイド）から規制する初の国際的な

枠組みとして、自国の企業による外国公務員に対する贈賄行為を禁止し、違反者を



処罰することを締約国に義務付けている。現在までに 加盟国をはじめとす

る か国が条約を批准し、外国公務員贈賄行為を犯罪化する立法措置を講じてき

ている。日本では、 年の「改正不正競争防止法」に外国公務員贈賄禁止規定

が盛り込まれ、違反者は処罰されることになった（ 年 月施行))。

これをうけて、役職員の国内外における贈賄行為を禁止する方針を打ち出すな

ど、企業は法令遵守体制を強化する方向に動いた。しかし一方では、発展途上国で

は、通関、積荷検査、あるいは免許取得や許認可申請時に書類を提出するときなど

に、現地の公務員が、書類の迅速な処理の見返りとして企業関係者に少額の支払い

を要求することがあると言われている。このような「円滑化のための」支払いは、

一般に「ファシリテーション･ペイメント」（以下、便宜上、「 」と記す）と呼ば

れている )。

諸国の中には、外国公務員規制立法の中で については規制の例外と

し、あるいは免責規定を設けるなどの扱いをしている国がある )。また、先進国の

企業の中にも、倫理行動基準等の中で の問題を取り上げ、詳細に注意を促すよ

うな扱いをしているころがある。こうした事実は、側面的に の問題が存在する

ことを示している。

しかしながら、胡散臭いという理由からなのか、あるいはデリケートな問題であ

るからなのか、 の問題は公に議論することがこれまで避けられてきた感があ

る。どの国で、どの程度の支払を求められる可能性があるかに関する学術的な研究

調査もほとんど行われてきていない。少なくとも利用できるデータはごく限られて

いる )。

［

) 外国公務員贈賄防止条約の締結から 年の改正不正競争防止法による外国公務員贈賄罪の新

設までの経緯等についての政府の公式的な解説については、次を見よ。通商産業省知的財産政策室監修

『外国公務員贈賄防止―解説改正不正競争防止法』（有斐閣、 年）。

) 米国の （海外腐敗行為防止法）には、外国公務員等による「日常的な行政的行為の遂行を

促進または確保する」ことを目的とした円滑化または迅速化のためは、同法の下によける処罰の対象とな

らないという例外規定（抗弁事由）が置かれている。外国公務員等による「日常的な行政的行為」とは、

(）営業許可、免許またはその他の公式文書の取得、( ）査証・就労許可証などの行政上の書類の処理、

( ）警察の保護の提供、郵便物の集配の実施、契約履行に関連する検査、商品の搬送に関わる検査の実

施、( ）電話、電力、水道サービスの提供、貨物の積み下ろし、腐りやすい製品・日用品の劣化からの

保護、その他類似の行為であると規定されている。ただし、「日常的な行政的行為」という概念の中には、

現地の公務員が関わる新規の事業を許可または事業の継続の許可等についての決定や決定過程は含まれな

いとされている。 -( ) - ()

) カナダ、オーストラリア、韓国、ニュージーランド、スイスの実施立法では、ファシリテーショ

ン・ペイメントに該当する支払いは、外国公務員贈賄罪を構成しない旨の明示的な例外規定（抗弁、免責

規定）が置かれている。詳細については、梅田徹「外国公務員贈賄防止条約実施立法に見るファシリテー

ション・ペイメントの扱い」『麗澤大学紀要』第 巻（ 年 月）を参照せよ。外国公務員贈賄防止

条約を批准した一部の締約国がこのような例外規定をもうけるのには理由がある。条約本文には に関

する明確な規定はないが、条約に付属する文書「注釈」には、「少額の円滑化のための」支払いについて

は条約義務の対象としなくてよいと解釈できる説明がある。注釈は条約と一体のものであるとみなされて

おり、その意味において、「少額の円滑化のための」支払い、すなわち、本稿が主題とするところの「フ

ァシリテーション・ペイメント」は、条約が求める規制外国公務員贈賄行為規制の例外として扱うことが

許されていると見ることができる。

) に関する定量的なデータを提供する数少ない研究の一つとして、インドネシアのアチェ州に

おいて 本の長距離輸送ルート沿線で 人の研究者が行った実地調査がある。 年 月から翌

年 月にかけて行われたこのフィールド調査は、 ルートで行われた 回の輸送の間に、トラック運転

手が現地の検問所職員に対して 回以上もの違法な支払いを行ったことを記録している。実に一輸送

あたり平均 回の支払いがあった（求められた）ことになる。



何らかの形で の深刻度に関するデータを摑み、あるいは、進出企業の苦悩の

実態を把握することができないか。それができれば、多少なりとも、この問題に対

する一般の関心を掘り起こすことができ、ひいては、外国公務員贈賄防止の問題そ

のものに対する関心や理解を深めることにもつながるのではないか。

以上のような問題意識の下、調査者は、「アジア地域におけるファシリテーショ

ン・ペイメントの実態に関する調査研究」を計画し、平成 年度科学研究費補助

金（基盤研究（ ））を申請した。本稿は、その補助金を受けて実施した調査の成

果の一部を報告することを狙いとする。

研究調査は、大きく分けて、三つの部分から成る。それぞれ、「第一段階」「第二

段階」「第三段階」とすると、本稿では、そのうちの「第二段階」および「第三段

階」における調査結果について報告し考察を加える。「第一段階」の成果について

は、すでに別稿で報告しているので、そちらを参照されたい )。

本稿では、便宜上、「第二段階」の調査を「 調査」、「第三段階」の調査を「

調査」と呼ぶことにする。

調査」および「 調査」では、いずれも東南アジアを調査対象地域とした。

この地域を対象に選んだ理由は、一つには、事前のサウンディングによってこの地

域に比較的多く 慣行が残っているという非公式な情報が得られたことにある。

また、この地域には日本企業が進出しており、日本企業の経験認識を問う形での調

査が進めやすかったことも、この地域を調査対象に選定した理由の大きな部分を占

める。そして、この地域の中から、進出している日本企業が多い上位 か国、す

なわち、フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナムを特定した。日

本企業の直接投資が進んでいないラオスやカンボジアなどは、この理由から調査対

象からはずれた。

調査」は、対象地域に進出している日系企業に対するアンケート方式の調査

を進めることにより、その地域に進出した日本企業の 経験認識および 対策

の有無等に関する情報を収集しそれを確認するとともに、進出先地域の が発生

する傾向のようなものを摑むことを目的するものであった。これに対して、「 調

査」は、同地域で勤務する日系団体事務所の職員（現地国籍の職員を含む）に対し

てヒアリング調査を行って、対象地域の 発生の傾向や特徴などを把握しようと

する試みであった。もともと「 調査」の主たる目的は、「 調査」で得られたデ

ータや情報の裏づけや傍証になるような情報を収集することにあり、それ自体で完

結した成果を示すものではなく、「 調査」を補完する機能を果たすものと位置づ

けていた。そのため、本稿でも、「 調査」の独立した成果を提示することはせず、

「 調査」で得られたデータや情報を補強するために用いるにすぎないことをあら

かじめ了解されたい。

( ) -

) 梅田徹「日本企業の外国公務員に対する少額の支払い慣行（ファシリテーション･ペイメント）

への対応状況に関する調査研究」『麗澤学際ジャーナル』第 巻第 号（ 年 月）。
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調査」の概要

調査」におけるヒアリング調査は、 年 月から 年 月にかけて東

南アジア カ国の首都（マニラ、ジャカルタ、クアラルンプール、バンコク、ハ

ノイ）で実施した。日本商工会議所の現地事務所の職員（現地人職員を含む）、お

よび独立行政法人国際協力機構（ ）の現地事務所に勤務する職員または日本

の官庁から へ出向している専門家（ 専門家）を含む延べ 人を対象

に、各人 分程度のヒアリング（面談）を行い、個人的な 経験に関する情報、

現地における 慣行に関わる情報などを収集した。 専門家に対しては、特

に当地の公務員組織の規律や組織的特徴についても意見、見解等を求めた )。機微

なテーマであることに加えて、勤務地や携わっている業務に関する情報から個人が

特定できる可能性があることを考慮して、協力者には一切の情報源を明らかにしな

いことを誓約した。そのため、本稿においても個々の証言者の情報については明ら

かにしない。

調査」の実施および調査結果

調査」の実施概要

(ア）基本情報

調査の目的・狙い：対象地域で操業する日系企業へのアンケート調査によって、

①その地域における日系企業の 経験認識および 対策の有無等に関する情報

を収集しそれを確認するとともに、②進出先地域の が発生する傾向を把握する

こと

調査の実施時期： 年 月（調査票の送付から調査回答票の返送まで か月

間）

調査対象企業：東南アジア カ国（フィリピン、インドネシア、マレーシア、

タイ、ベトナム）で進出し操業している日系企業約 社

対象企業の選定は、東洋経済新報社編『海外進出企業総覧』を参照し )、上記地

域に進出している日系企業の中から、①ある程度の規模の企業であること（従業員

数で 人以上）、②日系の資本が ％以上を占めること、③代表者が日本人であ

ること、という基準に従って、それぞれの国につき約 社、合計約 社を選

び出した )。

調査票の送付：選び出した約 社に対しては、調査への協力を依頼する手紙

に調査の概要や趣旨を記した文書を添え、返信用封筒、国際返信切手券（ 円

分）とともに調査票を送付し、期日までに調査回答票の返送を求めた。調査回答票

) 専門家には、財務省、厚生労働省、警察庁、国税庁、海上保安庁、特許庁からの出向者が

含まれた。

) 東洋経済新報社編『海外進出企業総覧』（ 年版）、東洋経済新報社。

) 日系企業の進出状況は国によって差がある。最大の進出先は、タイで、およそ 社が進出し

ている。これに対して、ベトナムには 社程度しか進出していない。調査対象企業を選定する際、国ご

とに比率に合わせてサンプル数を決定するという選択もあったが、今回は、各国のサンプル数をできるだ

け近い数に揃えるという道を選んだ。

［



は基本的には返信用の封筒で返送するよう依頼した。また、先方の便宜を考えて、

ファクシミリによる返送ができるよう、書面には返信用の 番号を記載した。

調査回答票の回収：結果的には、ファクシミリによる回答は 通であった。郵

便事情の悪さ等から一部未到達の封書が返信されてきた。未到達の封書数を差し引

いた分は送付先に届いたものと判断し、これを調査回答票の回収率の基礎（母数）

とした。最終的には 枚の調査回答票が回収された。回収率は ％ということ

になる。海外企業を対象に、しかも機微なトピックを扱った企業倫理に関するアン

ケート調査であったにもかかわらず、比較的高い回収率を確保することができたの

は幸いであった。

(イ）設問の概要

調査票では全部で 個の設問が用意された。以下にそれぞれの概要を示してお

く。

問い 」は、従業員が現地において に相当する支払いを求められたことを

会社として認識しているかどうかを尋ねるもので、「 会社として把握している」、

「 把握していない、もしくは、そのような事実はまったくないと考えている」、

「 わからない」の つの選択肢が設けられた。

問い 」は、 が発生する頻度の情報を収集するために設けられた質問であ

る。「問い 」において「把握している」と回答した企業にのみ回答が求められた

この「問い 」では、「 かなりの頻度で発生する」、「 ときどき発生する」、「

ほとんど発生しない」の つの選択肢が与えられた。

問い 」も、同じく、「問い 」において「認識している」と回答した企業向け

に設定されたもので、 が発生する場所や機会について尋ねている。ここでは、

「 税関または税務署」、「 警察署または路上」「 市役所その他行政事務所」、「

厚生・医療関連機関（病院を含む）」「 裁判所それに類する機関」の選択肢が与え

られた。与えられた選択肢に回答がない場合のために選択肢 を用意して、具体的

な情報を書き込むスペースを設けた。

問い 」は、 の機会に直面したときに従業員はどのように対処すべきかに関

するルールの有無を尋ねるもので、「 明示的なルールがある」、「 明示的なルー

ルはないが、事実上、研修や教育の場で従業員に注意を与えている」、「 ルールは

ないし、従業員に対してこの件で特に教育･指示していない」の つの選択肢が与

えられた。

問い 」は、「問い 」でルールがあると答えた企業にのみ回答を求めるもの

で、そのルールの中身について尋ねる質問であった。選択肢としては、「 公務員

から求められる不当な支払いはいっさい禁止している」「 少額であれば、場合に

よっては支払ってもよいとしている」、「 現場の従業員の判断に任せている」の

つの選択肢が与えられた。

問い 」は、少し傾向の違う質問で、日本の不正競争防止法の中に外国公務員

贈賄禁止規定と罰則規定があることを会社として認識しているかどうかを尋ねるも
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のであった。「 認識している」、「 認識していない」の つの選択肢が与えられ

た。

問い 」は、対象企業の単体での従業員数を尋ねる質問で、選択肢としては、

「 人未満」、「 人以上 人未満」、「 人以上 人未満」、「

人以上 人未満」、「 人以上」の つが用意されていた。

調査」回答票への回答状況

回収できた調査回答票の数は、全部で 件であった。国別の回答件数は、以下

の通りである。

フィリピン 件［ ％］

インドネシア 件［ ％］

マレーシア 件［ ％］

タイ 件［ ％］

ベトナム 件［ ％］

このほか、回答中、ファクシミリを通じて返送された調査回答票の中に送信国を

特定できないものが 件あった。本稿の結果報告の中では、適宜、この回答も含

めて報告する。

企業規模のデータは、先に触れた「問い 」に対する回答によって把握すること

ができる。本稿では他の設問の回答との関係を探るために企業規模のデータを使用

する機会がある。そこで、先にその結果を提示しておくことにする。回答企業を規

模カテゴリーで見ると、以下の通りになる )。

人未満 件［ ％］

人以上 人未満 件［ ％］

人以上 人未満 件［ ％］

人以上 件［ ％］

以下においては、それぞれの設問の回答状況をまとめておく。

問い 」では、具体的には、「貴社では、日本人であるか当地の国民であるかを

問わず、従業員が、当地において、通関、許認可申請、納税、検問通過などの際

に、行政官、警察官などの現地公務員から、正当な理由があると思われない金銭

（通常は少額）の支払いその他を求められた事実があることを把握していますか」

という問いかけをしていた。これに対して、「 そのような事実があることを、会

社として把握している」と回答した企業が 件で、全体の ％を占めた。「

自社の従業員に関して、そのような事実はあったことを把握していない、もしく

は、そのような事実はまったくないと考えている」と回答した企業の 件（

) 実際の調査票では、「 人以上 人以上」および「 以上」のカテゴリーを設定してい

たが、「 以上」の回答企業数が少なかったため、 つのカテゴリーを「 人以上」のカテゴリー

として統合した。

［



％）を大幅に上回った。表 は、国別に集計した数字である。

従業員が当地で 状況に直面したか否かを尋ねたこの問いに対する企業回答を

見る限りでは、国によって傾向にかなりの差が出た。ベトナムでは、 割以上の日

系企業が従業員の 経験を認識していると回答し、インドネシアでは、 割を越

す企業が従業員の 経験を認識していると回答している。ベトナム、インドネシ

アでは、かなり多くの企業が従業員の 経験を把握していることがわかる。これ

に対し、マレーシアでは、 経験企業の比率は半数を割り込んでおり、相対的に

慣行が少ないと言えるようである。

が発生する頻度について尋ねた「問い 」については、現地の公務員からの

そのような金銭の支払いの要求が「 かなりの頻度で発生する」という回答が全

体で 件、「 ときどき発生する」が 件、「 ほとんど発生しない」が 件で

あった。「問い 」の回答を国ごとに集計したものが、表 である。この設問に関

しては、回答数も少ないだけでなく、設問を設計する上で工夫すべき点があったこ

とは認めざるを得ない。この点については、この先の「考察」の中で議論するつも

りである。

が発生しやすい場所または機会について把握するために設けた「問い 」は、

「現地の公務員からのそのような金銭の支払いの要求が起こりやすいのはどこです

か」という問いになっていた。唯一、複数回答を認められた設問である。これに対

表 企業における 発生状況の認識（国別集計データ)

合計

フィリピン ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

インドネシア ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

マレーシア ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

タイ ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

ベトナム ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

不明 ［ ］ ― ― ［ ］

合 計 ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

表 企業認識に見る 発生の頻度（国別集計データ)

合計

フィリピン ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

インドネシア ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

マレーシア ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

タイ ［ ］ ［ ］ ［ ］

ベトナム ［ ］ ［ ］ ［ ］

不明 ― ［ ］ ― ［ ］

合 計 ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

］
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する回答としては以下が得られた。

税関また税務署 件

警察署または路上 件

市役所その他行政事務所 件

厚生・医療関連機関（病院を含む) 件

裁判所それに類する機関 件

それ以外の場所や機関」を選択した回答は、全部で 件あった。具体的には、

出入国審査機関（移民局）、労働監督局、半官半民企業、運転免許センターなどの

情報が寄せられた )。これを見る限りでは、税関また税務署、および警察署や路上

で が発生する傾向が高いことがわかる。国別に集計すると表 のようになる。

への対応に関するルールが社内にあるかどうかを尋ねた「問い 」では、「

明示的なルールがある」という回答が 件（全回答数の ％）、「 明示的なル

ールはないが、事実上、研修や教育の場で従業員に注意を与えている」という回答

が 件（ ％）、「 ルールはないし、従業員に対してこの件で特に教育･指示し

ていない」という回答は 件（ ％）であった。このほか 件の選択肢外の回答

があった。これを国別に集計したものが表 である。

) 出入国審査機関は、インドネシア、タイ、フィリピンでそれぞれ 件、労働監督局がインドネシ

アで、半官半民企業がタイで、運転免許センターがフィリピンでそれぞれ 件あった。

表 企業における対 ルールの有無（国別集計データ)

合計

フィリピン ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

インドネシア ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

マレーシア ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

タイ ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

ベトナム ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

不明 ― ― ［ ］

合 計 ［ ］ ［ ］ ［ ］ ［ ］

表 企業回答に見る 発生の場所または機会（国別集計データ）

合計

フィリピン

インドネシア

マレーシア

タイ

ベトナム

不明

合 計

［



問い 」は、「問い 」で 対応に関する明示的なルールがあると回答した企

業にのみ回答を求めたもので、そのルールの中身が尋ねられた。その回答状況は、

以下の通りである。

公務員から求められる不当な支払いはいっさい禁止している 件

少額であれば、場合によっては支払ってもよいとしている 件

現場の従業員の判断に任せている 件

この問いに関しては回答数が十分に多くない。したがって、作表しないで、国別

の集計データを以下にそのまま示しておく。フィリピンについては、 が 件、

が 件、 が 件、インドネシアは、 が 件、 が 件、 が 件、マレーシア

は、 が 件、 が 件、 が 件、タイは、 が 件、 が 件、 が 件、ベト

ナムは、 が 件、 が 件、 が 件であった。

問い 」は不正競争防止法の下で外国公務員贈賄行為が規制されていることに

ついての認識を問うもので、具体的には、「貴社は、日本の不正競争防止法に、外

国公務員贈賄禁止規定があり、違反者（日本人）が処罰される規定があることを会

社として認識していますか」という質問になっていた。この質問に対して、「 認

識している」という回答が 件（ ％）、「 認識していない」という回答が

件（ ％）であった。これを国別に集計したのが表 である。

国別の集計データが示すところでは、マレーシアで操業する日本企業の間で、不

正競争防止法の中に外国公務員贈賄禁止規定が盛り込まれていることを知らない企

業が 割を越えていることがわかる。相対的に の発生傾向が少ないマレーシア

で平均値よりも ポイントも高い数値が出るというのは、皮肉な結果である。

「問い 」に関しては、企業規模別の集計データも出している。企業規模別に集計

したデータを表 に掲げる。

一般的には、企業規模が大きくなればそれだけ、コンプライアンスの態勢が整っ

ていり、本国の立法状況にも明るいというイメージがあるように思われるが、表

が示す限りでは、必ずしもそうでないことが読み取れる。とりわけ、顕著な傾向が

示されたのは、従業員 人以上 人未満の企業に関してである。この規模カ

表 外国公務員贈賄規制についての企業の認識（国別集計データ)

．認識 ．不認識 合計

フィリピン ［ ］ ［ ］ ［ ］

インドネシア ［ ］ ［ ］ ［ ］

マレーシア ［ ］ ［ ］ ［ ］

タイ ［ ］ ［ ］ ［ ］

ベトナム ［ ］ ［ ］ ［ ］

不明 ［ ］ ― ［ ］

合 計 ［ ］ ［ ］ ［ ］

］
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テゴリーの企業では、外国公務員贈賄が不正競争防止法で禁止され処罰されること

を知っている企業と知らない企業とでは同数になった。

考察と議論

調査」から得られた以上のような調査結果、さらには、これとは別に実施さ

れた「 調査」から収集された情報を参照しながら、以下において考察と議論を進

める。考察と議論を始めるにあたって、主な項目または論点として次の 点を特

定した。すなわち、（ ）海外進出日系企業の 経験認識、（ ）海外進出日系企業

の 対応、（ ）外国公務員贈賄関連法規制に関する企業認識、（ ）企業の 経

験認識を通じて得られた調査対象地域の 傾向、の 点である。最後の（ ）に

関しては、「 調査」で得られた結果を基礎としながら、「 調査」を通じて得られ

た情報および知見を適宜、参照しながら議論することにしたい。

(）海外進出日系企業の 経験認識

問い 」の結果に見るように、調査対象地域において操業する日系企業のおよ

そ 割が、当地における従業員の 経験を認識していると回答したことをどのよ

うに評価すべきであろうか。このような の経験または発生に関するデータは、

これまでほとんど把握されていない。リスクコンサルティングに従事する企業がク

ライアント（企業）に対して有料でこの種の情報を提供している事実はあるもの

の、クライアントに提供されている情報がこの種の定量的なものかどうかはわから

ない。仮に定量的なデータであるとしても、それはあくまで契約ベースでクライア

ントに有償で提供される類の情報提供であり、一般にアクセスできるデータとして

利用するのは限られているし、また、実際、利用できるものはほとんどない。その

意味で、今回の調査によって の発生に関わる定量的データを摑み、これを提示

することができたことの意義は大きい。そのほか、 の国別の発生状況について

も一定の傾向を把握することができたが、これについてはこの先で扱うことにする。

もっとも、「問い 」において把握しようと試みた の発生頻度のデータにつ

いては、残念ながら、調査票の設計ミスとも言うべき不具合のために正確なデータ

をつかむことができなかった。具体的には次のような不具合である。「問い 」の

表 外国公務員贈賄規制についての企業の認識（企業規模別集計データ)

．認識 ．不認識 合計

人未満 ［ ］ ［ ］ ［ ］

人以上 人未満 ［ ］ ［ ］ ［ ］

人以上 人未満 ［ ］ ［ ］ ［ ］

人以上 ［ ］ ［ ］ ［ ］

合 計 ［ ］ ［ ］ ［ ］

［



狙いは、企業の回答状況を通して対象地域の が発生する頻度を把握することに

あった。しかしながら、同問への回答状況は、発生「頻度」を判断するための基準

が、各国に散らばる回答者の間で十分な程度に共有されていなかったことを窺わせ

る結果に終わった。たとえば、現地の公務員からのそのような金銭の支払いの要求

が「かなりの頻度で発生する」、および「ときどき発生する」という選択肢が調査

票の中に用意されていたが、それぞれどの程度のことを指しているのかについて判

断するための基準は提供されていなかった。その結果、具体的には、「問い 」に

おいて企業の経験認識から が最も多く発生するという結果が得られたベトナム

について、「問い 」では「かなりの頻度で発生する」という回答がゼロ件になっ

たのに対して、マレーシアについては、「問い 」で最も発生が少ないという結果

が出たにもかかわらず、「問い 」では「かなりの頻度で発生する」という回答が

最も多い国の一つにカウントされることになるというように、設問間で逆転現象が

生じてしまった。この種の不具合は、設計段階で工夫しておけば回避できたと思わ

れる。

(）海外進出日系企業の 対応

調査対象地域に進出した日系企業が 慣行の残る現実に対してどのような対策

や対応を講じているのか。これに関する情報を収集するために設定したのが、「問

い 」と「問い 」の質問であった。

企業における 対応ルールの有無を尋ねた「問い 」においては、 を禁止

することをはっきりとルール化しているという回答が 件、 を許容する旨の

ルールを設けている回答が 件、「現場の判断に任せている」という回答が 件で

あった。「現場の判断に任せている」は、事実上 を許容しているスタンスとみ

なしてよいであろう。そこで、この回答件数を「許容」回答件数に含めてカウント

し直すと、 を許容する立場が 件、許容しない立場が 件となる。つまり、

について明確にルール化している企業だけに限って見た場合でも、「許容」ス

タンスが ％、「非許容」スタンスが ％という比率バランスになる。この

分析処理をすることで、 つのスタンスの差はそれほど大きくなく、むしろ均衡に

近いという結論を導くことができる。

一方、「問い 」は、「問い 」で に関する「明示的なルール」があると回答

した企業に対して、そのルールの内容を尋ねる設問であった。しかしながら、おそ

らく「問い 」で回答が絞り込まれてしまったためであると思われるが、「問い

」に対する回答件数全体が必要以上に減ってしまった感がある。これも、たとえ

ば、企業が に関する「明示的なルール」がないと回答する場合でも、 を禁

止しているか、あるいは許容しているかの選択を迫るというように、調査回答票の

設計で工夫調整しておけば回避することができたかもしれない。

もっとも、「問い 」におけるこの「絞り込み」状況は、必ずしも致命的な欠陥

ではなかったのかもしれない。というのは、次のような分析処理をすることによっ

て、回答企業の実質的な 態度を引き出すことができるからである。すなわち、
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「問い 」において用意された つの選択肢のうち、最後の選択肢（「ルールはない

し、従業員に対してこの件で特に教育･指示していない」）は、積極的に を許容

するように表現されてはいない。「禁止されないものは許される」という法実証主

義的な観点からこれを捉え直すならば、あるいは、前後の選択肢との脈絡を考慮に

入れるならば、 を「事実上許容する」に等しい意味内容を含むものであると解

釈できないことはない。仮にそのような解釈を採用した場合、 を許容する回答

は 件（「問い 」ｃ- 件、「問い 」ｂ- 件、ｃ- 件）で、全体の回答数に占

める割合は ％になる。つまり、 許容スタンスが ％、 非許容スタン

スが ％というバランスになり、先の「問い 」における回答内容に関する分

析結果（「許容」 ％、「非許容」 ％）とそれほど極端な乖離を示してはい

ないものの、比率が逆転してしまう。

ただし、「ルールはないし、従業員に対してこの件で特に教育・指示していない」

という回答をすべて 許容論として一つにまとめてしまうのは問題があるという

主張に十分に耐えられる議論であるかどうか、必ずしも疑問なしとしない。あくま

で結果論であるが、「ルールはないし、従業員に対してこの件で特に教育・指示し

ていない」という回答の中にどの程度、消極的な 容認スタンスが含まれるかを

特定できるような設問設計にしておけば、このような分析操作をする必要がなかっ

たことだけは確かである。

(）外国公務員贈賄規制に関する企業認識

次に、不正競争防止法の下で外国公務員贈賄行為が規制されていることを知って

いるかどうかを尋ねた「問い 」において、その認識がないと回答した企業が 割

を越えたことについて、これはどのように評価できるであろうか。

年の不正競争防止法改正によって外国公務員贈賄規制が導入されて以来、

同法を所轄する経済産業省は、啓発講演会の開催等を通じてその周知に力を入れて

きた )。しかしながら、その規制の導入からおよそ 年を経た時期に行われた今

回の調査は、東南アジアで操業する日系企業の間で外国公務員贈賄規制がまだ十分

に周知されていない可能性があることを浮き彫りにした。

周知が行き届いていない理由の一つは、日系企業が東南アジアに進出した時期と

関係があるのかどうか。ある民間の調査データによれば、 年時点における日

系の現地法人数は であり、このうち、外国公務員贈賄規制のための不正競争

防止法改正が行われた 年よりも前に、調査対象である か国に進出していた

法人数は である )。つまり、 ％は、 年以前に同地域に進出していた

) 経済産業省は改正不正競争防止法の周知のために海外でも説明会を開催したことを示す一つの証

拠がフィリピン日本人商工会議所のニュースサイトにある。同商工会議所は、 年 月、経済産業省

知的財産政策室から担当者を招いて、不正競争防止法の改正と「外国公務員贈賄防止指針」の概要に関す

る説明会を開催している。会員向けの案内文には、「今回の法改正を担当した経済産業省は、法律の公布

にあわせて、不正競争防止法の解釈（ の扱いも含む）や、外国公務員贈賄罪を防止

するための社内での内部統制のあり方などの情報を盛り込んだ「外国公務員贈賄防止指針」を公表（下記

参照）したところです」という件が含まれた。「 」にも言及がなされていたのであ

る。以上は、次のサイトから入手した。 // / >

) 東洋経済新報社編『海外進出企業総覧』（ 年版）、 ページ。

［



のである。また、その比率は、 か国の中ではマレーシアが一番高く、 ％であ

った。表 に見るように、国別データではマレーシアに進出した企業における

「不認識」比率が一番高いという結果になっている。こうしたことから類推して、

日系企業の東南アジア進出の時期との関連から、「認識」「不認識」の違いが出る理

由づけを行うことができるようにも思われるが、今回の調査では、回答企業のそれ

ぞれについての進出時期に関するデータが得られていない以上、確かなことは言え

ない。

いま一つの考えられる理由は、日本にあるグループ中核企業との資本関係であ

る。コンプアイアンスに力を入れている企業グループの中の一つの企業である場合

には、コンプライアンス関連の情報は一般に海外にある現地法人に対しても届くと

考えられる。したがって、たとえば、法改正によって外国公務員贈賄規制が新たに

導入されたというような情報も、グループ内での指令系統を通じてもたらされる可

能性が高い。そうした資本関係がなく、単独で進出した企業、あるいは有力な企業

グループに属していない企業の場合には、本国の立法改正情報のような必要なコン

プライアンス情報が届いていないということが考えられる。ただし、この点につい

ても、今回の調査では、個々の企業の資本関係を尋ねる設問を組み込んでいなかっ

たため、この理由づけが妥当かどうかについて判定することはできない。

(）企業の 経験認識を通じて得られた調査対象地域の 傾向

［ ］ ランキング相関

問い 」を通じて得られたデータは、ベトナムとインドネシアにおける 発

生傾向が高いことを浮き彫りにした。その 国に続き、タイ、フィリピンが高く、

か国の中ではマレーシアの 発生傾向が一番低いというデータが得られた。つ

まり、 の発生傾向の高い順に か国をから並べると、ベトナム、インドネシ

ア、タイ、フィリピン、マレーシアの順になる。これを か国の中でのランキン

グと考えた場合、ランキングは他の何の要素と相関関係を有するのであろうか。

腐敗と闘うグローバルな 団体である「トランスペアレンシー・インターナ

ショナル」が 年以来毎年、「腐敗認識指数」（ ：

）、および、それをベースに作成した各国のクリーン度ランキングを公表して

いる )。 年の によれば、調査対象 か国の指数および諸国におけるラン

クは、マレーシア（指数 、 位）、タイ（指数 、 位）、ベトナム（指数

、 位）、インドネシア（指数 、 位）、フィリピン（指数 、 位）

の順になっている )。ちなみに、 年の で指数が低く腐敗度が高いと判定

されたのは、指数 で、 位にランクされたソマリアである。日本は、指数

) については、 (

)、もしくは のウェブサイトを参照せよ。 //

/ / / / / >

の算出方法等については、以下の論稿が詳しい。溝口哲郎「 の起訴とその算出について」『トラ

ンスペアレンシー・ジャパン年報 年度』（第 号）、 - ページ。

) -
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で、 位にランクされた。

これを今回の調査結果と比べてみると、調査対象 か国の中ではマレーシアが

最もクリーンであるという点は一致するものの、他の国のランキングについては

「ズレ」が生じている。とりわけ一番大きな「ズレ」はフィリピンに関して発生し

ている。 年の では か国の中で一番低くランクづけられているフィリピ

ンは、今回の調査では、 の発生傾向に関しては、ベトナムやインドネシアにお

けるそれと比べて相対的に低いという結果が出ている。

なぜこのような「ズレ」が生じたのか。考えられる一つの有力な理由は、

がその国、その社会の腐敗状況全体を指し示す指標であるのに対して、今回の調査

が対象にしたのは、腐敗状況の全般ではなく、 慣行の存在に焦点を絞っていた

という違いがあることである。フィリピンに関しては、 の発生傾向について

は、タイ、インドネシア、ベトナムよりも低いものの、おそらく贈収賄その他の汚

職の傾向、あるいはマフィアなどの反社会的組織の影響力などの点において、他の

国よりも腐敗状況がひどいと認識されているものと思われる。

もう一つ考慮する必要があると思われる要素は、指数の経年変化である。

年の では、フィリピンは、指数 のランク 位、ベトナムは指数 の

位、インドネシアは指数 の 位であった。 年の では、フィリ

ピンとベトナムは指数 で同じ 位にランクされ、このときのインドネシアは

の 位であった。このころは か国の中ではインドネシアの腐敗が一番ひど

いと認識されていたことがわかる。ところが、国内の腐敗防止努力が功を奏したの

か、ベトナムとインドネシア両国の指数はその後徐々に上がり、ランクも少しずつ

上がっている。 年には、ベトナム、フィリピン、インドネシアの順になり、

年になると、フィリピンはベトナムとインドネシアよりも下位にランクされ、

国の中で最も腐敗が進んでいると考えられるようになった。このことは、単年度

ではなく、複数年度を視野に入れて、社会の状況の変化を眺める必要があるという

ことを示唆している。

の発生傾向と経済発展の水準との間には何らかの関係があるのかどうか。経

済発展の度合いを示す一つの指標として一人当たりの がしばしば用いられ

る。調査対象 か国の一人当たりの （ 年の数値）を額の大きい順に並べ

ると、以下の通りになる )。

マレーシア 米ドル

タイ 米ドル

インドネシア 米ドル

フィリピン 米ドル

ベトナム 米ドル

このランキングは、今回の調査で得られた か国の 発生傾向の少ない順に並

べたランキングと比べると、マレーシアの最上位、ベトナムの最下位は同じである

) 総務省統計研修所編『世界の統計 年版』総務省統計局、 ページ。

［



が、中間の か国（タイ、インドネシア、フィリピン）のランクに若干の違いが

出てくる。これも 年という単年度ではなく、複数年度を視野に入れると、ま

た、順位の入れ替わりが起こる。たとえば、一人当たりの の過去 年間の

平均値は、マレーシア（ 米ドル）、タイ（ 米ドル）、フィリピン

（ 米ドル）、インドネシア（ 米ドル）、ベトナム（ 米ドル）の順

になる )。タイとフィリピンとの間にはかなりの開きがあるため、順位はこれ以上

入れ替わらない。しかし、このランキングは、今回の調査の結果で得られた 発

生傾向をめぐるランキングに最も近いものになっている。 発生傾向を示すデー

タのほうでは、タイとフィリピンの間にほとんど有意な差がない。この点を考え合

わせれば、少なくとも調査対象 か国に関する限りにおいて、 発生傾向と経済

発展の水準との間には強い相関関係があると結論づけることができるであろう。

［ ］ の発生場所または機会

の発生場所・機会については、表 に見るように、フィリピン、インドネシ

ア、ベトナムについては、税関・税務署における 発生が多く、続いて、警察署

や路上で（警察官に）支払うケースが多いという結果になった )。マレーシアとタ

イでは、税関・税務署よりも、警察署や路上で（警察官から）支払いを求められる

ほうが多いことがわかった。この点に関しては、ヒアリング公式で実施した「 調

査」において得られた情報が参考になる。選択肢は「税関または税務署」と表現し

たが、実際には税関における のほうが圧倒的に多いようである。

このことは「 調査」のヒアリングを通じて得られた証言によっても裏付けられ

ている。タイの税関での 発生は、「 調査」のデータでは少なく出ているが、

ヒアリングでは「間違いなくある」話だという信頼できる筋からの証言が得られて

いる。マレーシアについても「 調査」のデータは税関での は少ないという数

値を示している。しかし、ヒアリング調査では、現地人の経験でも税関において

が求められるという証言があったほか、マレーシアのタイ国境付近での通関ポ

イントで が派生しているという証言も得られている。ベトナムやフィリピンで

は、役所で書類を申請する際などに を求められることがあるのに対して )、マ

) 年から 年までのデータの出典は、国際連合統計局編『国際連合世界統計年鑑 』

（原書房、 年）。 年以降のデータは『世界の統計 年版』が出典。最新データを含めて時系列

で並べた統一的なデータが得られなかったため、やむを得ず つのソースを利用した。ソースによって微

妙に数字が異なる。ちなみに、過去 年間の平均値では、一人当たりの 値で、インドネシアのそれ

はフィリピンのそれを上回るが、過去 年以上をベースに平均値を割り出すと両国のランクが入れ替わ

る。

) インドネシアにおける通関時における「遅滞や不透明な通関料金の請求などに対する不満の声」

は、日本貿易振興機構海外調査部が作成した文書の中で日系企業の具体的な不満の声が記録されている。

日本貿易振興機構海外調査部「 の現状と企業の対応」（ 年 月、 年 月更新）。ベトナ

ムの税関における少額の支払いの慣行については、米国政府系の文書の中にも記載がある。「企業はまた、

腐敗は通関時における一つの問題であり続けていると不満を述べる。過去数年間で、さまざまなレベルの

税関職員は腐敗容疑で起訴された。また、多くの輸入業者は自社の製品を通関させるためにファシリテー

ション･フィー（ ）を支払うことに慣れている。

) ベトナムの腐敗に関するある調査報告書（非公表）は、公務員が を求めるときの具体的な

「手口」 に関する情報を掲載している。それによれば、①意図的に時間稼ぎをする（処理を遅らせ
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レーシアでは、相対的に経済的に発展していること、またその結果、一般にサービ

ス効率が高いこともあって、役所における の発生はかなり少ないことも、ヒア

リング調査を通じて把握できた。

一方、査証の発給等は、機能的には行政事務であると判断し、「問い 」の選択

肢には含めなかったが、回答者側においてこれがどの程度、理解されていたかは不

明である。むしろ、設計上は、査証発給と出入国管理（イミグレーション）機能を

一緒にした選択肢を設けたほうがよかったのかもしれない。「イミグレ」における

発生は、書き込み情報として寄せられたほか、「 調査」におけるヒアリングか

らも裏付けをとることができた。少なくとも、インドネシアについては「イミグ

レ」において が発生していることは把握できた )。

問題は、警察官が要求する である。調査票を設計した段階では、警察官が、

路上で車を止めて一種の通行税のような形で少額の支払いを要求するというような

ケースを想定していた。しかし、実施したヒアリング調査からは、そのようなケー

スも実際に起こっているが、それよりもむしろ、警察官が、たとえばシートベルト

義務違反、駐車違反、スピード違反などといった比較的軽微な交通違反者（通常は

運転手）に対して少額の支払いを求めるケースが少なくないという証言が集まっ

た )。警察にも「稼ぎどき」があるようで、たとえば、ベトナムではテト（旧正

月）前の時期、イスラム圏のマレーシアやインドネシアでは、ラマダンの時期に警

察によるこの種の取締りが厳しくなるという。交通違反を見逃してもらうために行

われるこの種の支払いが、正規の罰金の支払いではないことは、いわゆる「違反切

符」のようなものや領収書に相当する文書が発行されないことからも明らかであ

る。しかも、この種の支払いは、 か国のうちのどの国でも起こっているようであ

る。

［ ］ の範囲と境界

この種の支払いは果たして「 」の定義に合致するものなのかどうか。 と

は、一般的には、「免許・就業許可・ビザの申請、通関、警察による保護などにお

る）、②明確な指示を与えない、③申請書類の中身等についてあら捜しをする、③わざと間違った規則・

情報を教える、④主観的に指示内容を伝える（窓口によって指示内容が異なる）、というような手口があ

るという。一種の「ハラスメント」と一体になっているようなところがある。

( )

( )

) この点に関して言えば、 年 月末から 月初頭にかけて、在日インドネシア大使館の日本人

職員が、インドネシアに商用で入国する際に必要な査証の代理申請をしている日本国内の企業や同国への

留学を希望する日本人学生などから、正規の手数料以外の不透明な金銭を要求していたことが新聞報道で

明らかになった。企業 社からの振込みだけでも 年間で 万円に上った。また、学生百数十人から

正規手数料の 倍近い額をその職員の個人口座に振り込ませ、入金額は 年間で約 万円に上った。報

道によれば、通常、半年から 年かかる発給手続きがこの支払いによって か月前後に短縮されたとい

う。一種の が日本国内の外国大使館を舞台にして発生していたのである。日本人職員の行為であった

とはいえ、本国における の慣行がその背景にあったのではないかと思われる。「読売新聞」 年

月 日および 月 日の記事。

) 調査対象となった か国のすべてにおいて、少なくとも一人のインフォーマントが、間接的な見

聞情報を含めて、交通警察が交通規則違反者に対して見逃しのための支払いを要求することがあると証言

している。

［



いて、日常的な行政サービスを円滑化するために現地の公務員が求め、それに応じ

て行われる少額の支払い」を指すものとされている )。交通規則違反があったとき

にそれを見逃してもらったり、あるいは、適用される刑を軽減してもらったりする

行為は、脱法行為である以上、これを のカテゴリーに入れることは難しいと言

わなければならない。しかしながら、調査票の設計の段階では、このようなケース

を排除することを明示的に記していなかった。そのため、回答者の間にはこれも

の一つの事例であると考えて回答に臨んだ人がいたのではないかと推測され

る。仮にそうであるとするならば、今回の調査結果の中で 発生に関する項目に

ついては若干インフレートされた（膨れ上がった）数値になっていると考えなけれ

ばならなくなる。

であるものと でないものを区別する境界線上に位置するのと思われるも

う一つの要素は、当該地域の一部に見られる贈り物、届け物慣行である。仏教国の

タイでは年末年始に、人びとが公務員宅へ贈り物（貢物）を届ける慣習が残ってい

る。ベトナムではテトの前に公的機関に付け届けをする慣行があるという。果たし

てこうした慣行が に該当するかどうかという問題である。一般には社会的通念

を越えない程度の贈り物、届け物であると言われる。しかしながら、贈り物を受け

取る相手方が通常はある程度の職位以上の公務員であること、また、処理すべき具

体的な事務処理を促進するような種類の支払いとは異なった意味合いをもった贈り

物であるように思われることなどを考慮すると、これを無批判に のカテゴリー

に入れることは問題になりそうである。

以上の交通違反時の見逃しのための支払い、公務員宅への贈り物慣行などは、

の定義に関わる問題であるが、それ以上に、 定義の現実への適用の問題で

もある。今回の調査では、 定義の現実への適用に関してもいくつかの問題があ

ることが示された。

これとは別に の範囲に関わる問題もある。実際に支払われる の金額であ

る。これが の範囲に関わる問題であるというのは、金額が大きすぎるものは

ではなく、むしろ「賄賂」に当たるのではないかという議論があるからであ

る )。

外国公務員贈賄防止条約の「注釈」では、「少額の“円滑化のための”支払い」

) 米国の （海外腐敗行為防止法）の下で規定されたファシリテーション・ペイメントの概

念・定義を基礎としている。上記注（ ）参照。

) 年にノルウェーの学者が経済団体の協力を得て実施した調査（ 社対象、 企業のトップ

が回答）では、半数が を行ったことがないと回答し、「めったにない」が ％、「ときどきまたはし

ばしば」が ％であった。額については、回答企業の大半が ドルを越えないと回答したのに対して、

何社かは ドル以上 ドル、ごく少数が ドルと答えたというが、 の金額にしては高すぎる

ように思われる。

もっとも、 の定義、概念が理解され、または共有されていたかどうか疑問なしと

しない。別の民間調査機関が国際企業を対象に行った調査の結果によれば、 として容認できる上限の

金額は、平均で ドル（約 円）であったが、回答したうちの ％の企業は、 ドル（約

万円）が受け入れられる上限であると回答している。

― ちなみに、米国の （海外腐敗行為防止法）の下では、 につい

ては ドルが上限であると考えられている。

( )
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という表現が用いられているところからもわかるように、少額であるかどうかが

の性質を決定づけるものではないという解釈が成り立つ )。しかし、今回の

「 調査」および「 調査」においては、基本的には は通常は少額であるとい

う前提に立って実施し、また回答者に対しても、その旨を事前に伝えてあった。

調査」においては、金額に焦点を絞った設問は設けなかったが、書き込み情

報が寄せられた。「 調査」においても、一部の国についての断片的な情報ではあ

るが、金額に関する情報が得られた。たとえば、「 調査」では、交通違反の場合

には、たとえば、インドネシア人なら 万ルピアだが、日本人の場合には 万ル

ピアというような「ダブル・スタンダード」があるという書き込み情報が寄せられ

た。

調査」ヒアリングを通じては、フィリピンを除く か国について何らかの金

額情報が得られた。インドネシアのインフォーマントは、交通違反の場合、インド

ネシア人は 万ルピアか多くてもせいぜい 万ルピアぐらいが相場であると話し

た。別のインフォーマントは「一件の違反につき 万ルピア」、さらに別のインフ

ォーマントは、「現地人が 万ルピア、外国人は 万ルピア」が相場だと証言し

た。マレーシアのインフォーマントは、交通違反時の「見逃し」に対して「現地人

で リンギット、外国人の場合は リンギットが相場」であると話した。タイ

のインフォーマントは、高速道路ではスピード違反の一斉取締りを行う時には、

「一台あたり バーツ」程度の「見逃し料」を払うことがあると話した。別のイ

ンフォーマントは、交通違反の場合には「 バーツぐらいが相場であるようだ」

と話したほか、運転免許センターで免許の更新をする際、書類に バーツ程度

挟み込んでおくと早く処理してもらえるとも証言した。交通違反時の支払いは、た

とえ少額であっても、 に該当しない可能性があることは先に述べた通りである。

ベトナムのインフォーマントの一人は、ハノイ近郊のある工業団地では「裏タリ

フ」と呼ばれる、非正規の関税徴収の慣行が残っていると証言した。金額的には、

万ドンから 万ドンくらいまでで、料金表がきちっと出来上がっているというの

である )。もっとも、徴収した金額は、公務員個人のポケットに入るのではなく、

皆で使うためにプールしておくのだという。この種の徴収・支払いは、金額的も内

容的にも の典型的な事例であるように思われる。

［ ］ 調査の時間的範囲

調査」における設問では、 が発生した時間的範囲を特定しなかった。い

つごろ発生した を念頭において回答するのかは、それぞれ回答者によって異な

) 経済産業省が発行した「外国公務員贈賄防止指針」においても「少額の

(円滑化のための少額の支払い)」という表現が用いられている。以下のような説明がある。「この点、我

が国の不正競争防止法においては、少額の に関する規定を置いておらず、少額の

であるということを理由としては処罰を免れることはできない。少額の

であるか否かにかかわらず、個別具体の事案において「国際的な商取引に関して営業上の

不正の利益を得るために」との要件を満たす場合には、外国公務員贈賄罪が成立しうる。」経済産業省

「外国公務員贈賄防止指針」（ 年 月 日、 年 月 日改訂）、 ページ。

) たとえば、ベトナムのある税関における職員による疑わしい金銭収受の様子を映し出した以下の

サイトを参照されたい。 // / / ＝ >

［



りうる。 年前の状況を念頭においていた人もいれば、あるいは 年前ごろまで記

憶をさかのぼって回答した人もいるのかもしれない。調査側としては、不正競争防

止法改正による外国公務員贈賄行為規制導入に関する時間的情報を回答側に参考資

料として提供していたことを考えれば、規制導入よりも前の時代、つまり、 年

以上前の状況を念頭において回答した人はほとんどいないと思われる。しかし、過

去 年といってもかなりのスパンである。この期間に当該地域においても腐敗防

止やガバナンス強化策がとられるなど、社会にある種の変化が起こってきている。

その成果の一部は、先に示した のデータにも示されている。つまり、「 調

査」においては、 の改善傾向の情報が十分にインプットされていないのであ

る。このことは、先のランキング相関についての議論において、 年単年度の

一人当たりの 値だけに注目して対象地域各国の 発生傾向とのランキング

相関を探ろうとしても不十分であるということと関連している。 年の期間が必

要かどうかは別としても、少なくとも数年間のスパンをとる必要があるのは、その

ためである。

［ ］ 調査」で得られた情報による補塡

調査」は、対象各国における の改善に関する情報を補塡するのに役立っ

た。収集された情報は断片的なものであるが、参考になると思うので、以下に掲げ

ておきたい。

タイ>

・交通違反やスピード違反を見逃すための支払いは最近、減ってきた（複数の

インフォーマントの証言）。

・公務員の給与水準が近年、引き上げられた。

マレーシア>

・役所では「インテグリティ」という言葉がマレー語の語彙の中に定着し、役

所を挙げて腐敗防止の取り組みが行われるようになった。腐敗防止意識が公

務員の間でも高まった。

・ 年 月、公務員の給与が引き上げられた。

ベトナム>

・腐敗が多いと言われた役所部門（たとえば、税関）でも、規律強化の動きが

ある。

・税関に関しては、 年 月に、「いかなる違法な利益も受けとってはな

らない」というルールを含む「 の黄金規則」が制定された )。

・腐敗防止戦略が策定されるなど、腐敗防止に向けた取り組みが進んでい

る )。

) の黄金規則」 は、ベトナム税関のウェブサイトにおいて参照可能である。

// / / / / ＝ >

) ベトナムでは 年 月、腐敗防止法が制定され、 年 月から施行されたほか、 年

月の改正により各州と都市に腐敗防止委員会が設置されるなど、腐敗防止への取り組みがある。フィンラ

ンド大使館が委託した調査は、当初は腐敗防止熱が高まって一定の効果があったが、その後、関心と情熱
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インドネシア>

・交通違反を取り締まる警察官は、以前は、高い金額を「ふっかけて」きたも

のだったが、最近では、「いくらでもよい」という態度になった。金額を下

げるための交渉が不要になった )。

フィリピン>

・税関について、現場レベルまで浸透しているかどうかは不明であるが、

年 月に「税関市民憲章」が制定されている。

実際、インドネシア、マレーシア、フィリピンは、 年に締結された国連腐

敗防止条約を批准し、贈収賄を防止するための措置を強化することを国際的に約束

している )。そのため、腐敗防止に対する取り組みを進めなければならないという

事情がある。

いずれにしても、こうした改善傾向がそれぞれの国の中で進んでいる以上、今回

の調査で得られた各国における 発生傾向に関する情報は、展開しつつある状況

の中のある時点において入手されたデータであるにすぎず、これらの社会において

将来的にもデータが示すような 傾向が続くということを保証するものではない

ことを確認しておきたい。

まとめ

本稿における報告の骨子は、以下のようにまとめることができる。

(）今回の調査を通じて、東南アジア か国に進出している日系企業の 対応

が明らかになった。 について明確なルールを有している企業は 割を下回る程

度であったが、その中で半数近い企業が を許容していることがわかった。ルー

ル化していない企業も含めると、 許容姿勢をとる企業の比率は高くなりそうで

あることまでは把握された。

(）調査対象の企業の中で、不正競争防止法の下で外国公務員贈賄が規制され

ていることを認識していない企業が約 ％にも達することがわかった。この数値

から割り出せば、この地域で操業する企業のうち 社近い数の日系企業が自国

が冷めて十分な成果が得られていないと報告している。要するに、公的な動きがあってもその効果が継続

的に発揮されるとは限らないということに注意する必要がある。 -

( )

) 調査では具体的な情報は出なかったが、インドネシアについても、ある文献によれば 年

月の大統領規定により公務員給与が一律 ％引き上げられた。 地方行政人材育成プロジェクト「イ

ンドネシアの公務員制度」（ 年 月初版、 年 月改訂）、 ページ。 // /

/ / / - ＝ ＝ ＝ ＝ # ＝イ

ンドネシアの公務員制度>

) インドネシアは 年 月 日に批准し、 年 月、バリ島で開催された国連腐敗防止条約

第 回締約国会議のホスト国を務めた。マレーシアは 年 月 日、フィリピンは 年 月 日

にそれぞれ同条約を批准している。同条約の締約国は、 年 月末現在で か国である。国連腐敗

防止条約および第 回締約国会議の概要については、梅田徹「腐敗防止の国際的潮流：トランスペアレン

シー・インターナショナル（ ）の活動との関連において」功刀達朗・野村彰男編『社会的責任の時代―

企業・市民社会・国連のシナジー』東信堂、 年、ならびに、梅田徹「国連腐敗防止条約第 回締約

国会議（ ）の報告」『トランスペアレンシー・ジャパン年報 年度』（第 号）を参照されたい。

［



法による外国公務員贈賄規制の事実を知らないということになる。海外におけるい

っそうの周知の努力と方策が求められるということが示唆される。

(）調査対象とした東南アジア か国における日系企業の 経験データ等を通

じて、当該地域における 発生傾向を把握することができた。厳密に検討すれ

ば、 の定義に当てはまらないものが回答中に含まれている可能性があり、その

意味において、数値がインフレートされている可能性は排除できない。しかし、こ

の種の数値が曲がりなりにも把握できたことは、このテーマについて議論する上で

も、また、今後さらなる研究を展開する上でも、役に立つのではないかと考える。

最後に今回の調査をまとめるに際しての若干の感想を述べておきたい。今回の調

査は、一つの調査で、企業の 対応と対象地域の 傾向の両方を把握するとい

う、多少欲張った調査であるという側面を持っていた。そのため、報告書をまとめ

る段階では、それぞれのテーマに分けて記述することも選択肢としてあった。しか

し、最終的には、本稿におけるように一本の報告書にまとめることを選択した。そ

の予期せぬ副産物として得られたのは次のような知見である。すなわち、調査者の

利用した「 アプローチ」（ の定義、概念を含む、一般的なフレームワークを

指す）そのものは、調査対象地域において の形で現れている社会的、文化的現

象を把握し分析するフレームワークとして適していないのではないかという問題意

識である。具体的に言えば、この「 アプローチ」、あるいは、一般的な フレ

ームワークは、企業（特に先進国の企業）の視点、あるいは、外国公務員贈賄防止

条約サイドの観点から組まれたものであって、そうした視点・観点が支配している

フレームワークを以ってしては、現地社会の文化的、社会的な現象を的確に捉える

ことができない、にもかかわらず、そのフレームワークでもってそれを把握しよう

としているのではないか、という疑問である。

公務員が少額の支払いを求める現象は、調査対象国にはまだかなり残っていて、

その影響を受けるのは先進国の企業関係者だけではない。犠牲になるのは、先進国

からの旅行者であったりもする )。また、当然のことながら、現地の市民、住民た

ちもその犠牲者なのである。しかし、「 アプローチ」に依拠しすぎていると、

その事実が見えなくなる危険性がある。たとえば、そのことは、本稿でも議論した

問題である、 の定義をめぐる議論に典型的に表現される。交通警察による違法

な徴収と違反者の見逃しは の範疇に入らないのかもしれない。しかし、それ

は、現地では間違いなく是正されなければならない問題なのである。

言い換えれば、それは、アプローチに関する、ある種のミスマッチが発生してい

ることへの気付きであった。この感覚、あるいはこの判断の是非については別に検

討するとして、報告者としては、この報告書をまとめるプロセスにおいてこの気付

きを得られたことは幸いであった。おそらく調査内容を別々の報告書にまとめてい

たならば、もたらされることのなかった気付きであろう。

) 日本からの旅行者が現地の公務員から を求められ、これに応じたとしてしも、不正競争防止

法違反に問われることはない。不正競争防止法の保護法益が「公正な競争」であるからである。ただし、

現地の刑法の下で贈賄罪に問われる可能性は排除されない。
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